
（３）玄海原子力発電所 乾式貯蔵施設の設置計画

　九州電力は、玄海原子力発電所の貯蔵余裕を確保するため、現行のプール方式
による保管に加え、乾式貯蔵施設を発電所敷地内に設置することとし、平成31年
1月22日に原子力規制委員会へ原子炉設置変更許可申請を行うとともに、佐賀県
及び玄海町に対して安全協定に基づく事前了解願いを提出しました。

年 月日 内容

H31 1.22
九州電力は原子力規制委員会に原子炉設置変更許可申請を提出、佐賀
県及び玄海町に安全協定に基づき事前了解願いを提出

R2 9. 4
九州電力は原子炉設置変更許可申請を一部補正、佐賀県及び玄海町に
事前了解願いの内容を一部補正

（R7.7.31、R7.4.18　一部補正）

R3

R4

2.19 九州電力は原子炉設置変更許可申請を一部補正

4.28 原子力規制委員会は原子炉設置変更を許可

R7 4.30 原子力規制委員会は設計及び工事計画を認可

5.19 九州電力は乾式貯蔵施設の設置工事を開始

7. 9 佐賀県は第 9回佐賀県原子力安全専門部会開催

3.24 佐賀県は九州電力に事前了解

R6 6.10
九州電力は原子力規制委員会に設計及び工事計画認可申請書を提出

9. 3 玄海町は九州電力に事前了解

主な経緯
（令和7年6月末現在）

　国（原子力規制委員会）による審査の結果、令和3年4月28日に原子炉設置変更
許可が行われました。その後、玄海町は同年9月3日に、佐賀県は令和4年３月24
日に事前了解を行いました。九州電力は、令和７年５月19日から乾式貯蔵施設の
設置工事を開始しています。

①主な経緯 ○乾式貯蔵容器と乾式貯蔵建屋から構成される乾式貯蔵施設を発電所敷地内へ
設置する。
　　貯蔵容量：乾式貯蔵容器40基（燃料集合体で最大960体）

○乾式貯蔵施設に保管する乾式貯蔵容器は、収納している使用済燃料からの熱
へ遮「、」め込じ閉「、」熱除「、にうよいなえ与を響影にどな境環辺周が線射放と

。るすと計設つ持を能機のつ4の」止防界臨「、」い

○貯蔵容器は、輸送容器を兼ねることで、使用済燃料を詰め替えることなく発電
所外へ搬出することが可能な設計とする。

【乾式貯蔵容器】

日本原子力発電㈱

（令和７年６月末現在）

・九州電力㈱玄海原子力発電所
・東北電力㈱女川原子力発電所
・関西電力㈱高浜発電所
・関西電力㈱美浜発電所
・関西電力㈱大飯発電所
・東京電力HD㈱福島第二原子力発電所

東京電力HD㈱福島第一原子力発電所

天井クレーン

高さ
約30ｍ

リサイクル燃料備蓄センター（青森県むつ市）
四国電力㈱伊方発電所

5.2 2.6  

120  

21  
24  

【乾式貯蔵建屋】

・中部電力㈱浜岡原子力発電所

②乾式貯蔵施設設置計画の概要
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　平成29年4月に改正された法律※に基づき、令和2年4月に新たな検査制度が施行
（本格運用）されました。
　新たな検査制度において、原子力規制庁は、事業者が自ら改善活動を積極的かつ
的確に運用することを求めた上で「原子力規制検査」を行い、事業者の弱点や懸念点
などに注視して監督を行います。こうして、事業者自らの気付きと原子力規制庁の
「原子力規制検査」による気付きの双方が改善活動の契機となり、原子力施設が「安
全上の影響が大きい事象」に至る前に、改善に結びつくことを目的とされています。

※「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

（１）経　緯
　法律に基づく検査制度は何度も見直されてきましたが、福島第一原子力発電所
事故後には、事故の教訓を踏まえた更なる検査制度の見直しの必要性が出てい
ました。加えて平成28年には、国際原子力機関（IAEA）から日本の原子力規制に
関する指摘もありました。
　これらを受けて、原子力規制委員会は検査制度の抜本的な見直しを行い、平成
29年4月に法律の改正、試運用期間を経て、令和2年4月に新たな検査制度の本
格運用が開始されました。

（２）原子力規制検査の概要

原子力規制検査10
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年度

R2

R3

四半期

4

3

号機

3、4号機

3号機

指摘内容

海水管トレンチエリアのプルボックス内に
設けられた煙感知器の設置方法の不備
鉛遮蔽板の設置に伴う1次冷却材モニタの
指示値低下

重要度／
深刻度
　 ／
SL Ⅳ
　 ／
SL Ⅳ

（３）玄海原子力発電所の検査結果
　原子力規制検査の結果は、四半期ごとに取りまとめられ、検査を受けた事業
者に通知されるとともに、原子力規制委員会のホームページ等を通じて公表さ
れています。
　令和６年度の玄海原子力発電所の検査結果において、検査指摘事項が２件あ
りました。また、安全活動に係る実績を示す指標（安全実績指標）について
は、年間を通じて安全確保の機能又は性能に影響のない状態（ 　）でした。
　なお、令和６年度の玄海原子力発電所における原子力規制検査は、日常検査
が178サンプル、チーム検査が14件実施されました。

■玄海原子力発電所におけるこれまでの指摘事項等

緑

緑

緑

R5 1 3、4号機 不適切な設計管理による火災防護対象ケー
ブルの系統分離対策の不備

R5 1 3号機
不適切な点検計画表の管理によるＢ安全補機
室冷却ユニット定期事業者検査実施時期の超
過及び原子力規制委員会への誤った報告

― ／
SL Ⅳ

　 ／
SL Ⅳ
緑

R5 2 3、4号機 タービン動補助給水ポンプ室等における火
災感知器の不適切な設置

　 ／
SL Ⅳ
緑

R5 2 3、4号機
系統分離対策を行う火災防護対象機器等選
定時の誤った火災影響評価による火災防護
対象機器等の系統分離対策の不備

　 ／
SL Ⅳ
緑

R6 3 3号機
火報発信時における管理区域（高線量区域）
への入域に対する被ばく低減対策の検討の
不備

　 ／
SL Ⅳ
緑

R6 3 3号機
加圧器安全弁取り外し作業時における一次
系の放射性物質を含む水の飛散に係る放射
線防護上の不備

　 ／
SL Ⅳ
緑
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重要度：検査指摘事項が原子力安全に及ぼす影響について評価を行い、重要度の低い
ものから、　 、　 、　 、　 の４つに分類する。
・　は、安全確保の機能・性能への影響があるが、限定的かつ極めて小さな
ものであり、事業者の改善措置活動により改善すべき水準。
・「―」は、原子力安全の維持に与える影響はないことから、検査指摘事項に
は該当せず、重要度評価の対象ではない。

深刻度：法令違反が特定された検査指摘事項等について、意図的な不正行為の有無、
原子力規制委員会の規制活動への影響等を踏まえて、４段階（高い方からⅠ
～Ⅳ）の深刻度レベル（SL:Severity Level）により評価する。
・SL Ⅳは原子力安全上又は核物質防護上の影響が限定的であるもの、又はそう
した状況になり得たもの。

緑

緑

白 黄 赤
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